
 

平成 23 年 10 月 5 日 

 

 

農業者専用融資 けんしんアグリローン「みのり」の取扱い開始について 

 

 当組合は、地元農業者へ安定資金を提供し、県内の農業の活性化に資することを目的に、

平成 23 年 10 月 1 日付で広島県農業信用基金協会と債務保証基本契約を締結し、けんしん

アグリローン「みのり」の取扱いを開始しましたのでお知らせします。 

 

1. 商品の概要 

商 品 名 けんしんアグリローン「みのり」 

ご利用いただける方 

広島県で農業を営む以下のいずれかの先で、広島県農業信用基金

協会の保証を受けられる方 

① 農業を営む法人および個人事業主 

② 農業外参入企業（農業分野へ新規参入する企業） 

お 使 い み ち 農業事業に必要な運転資金・設備資金 

ご 融 資 限 度 額 

法   人：運転資金 30 百万円以内、設備資金 50百万円以内 

個人事業者：運転資金 10 百万円以内、設備資金 30百万円以内 

（既保証残高を含みます） 

ご 融 資 期 間 

運転資金： 7 年以内 

設備資金：10 年以内 

※事業計画により 3年以内の据置期間を設けることができます。 

※手形貸付の場合の場合は 1年以内とします。 

ご 融 資 利 率 
当組合所定の金利（変動金利） 

※手形貸付の場合は固定金利とします。 

ご 融 資 形 式 証書貸付・手形貸付 

担 保 ・ 保 証 人 

法   人：原則として役員全員を保証人とし、必要に応じて担

保を徴求させていただく場合があります。 

個人事業者：保証人、担保が必要となります。 

     （ただし、融資金額 15 百万円以内の個人事業者の場

合不要となる場合があります。） 

保 証 料 広島県農業信用基金協会所定の保証料が必要となります。 

 
  

お問い合わせ先 

広島県信用組合 本店 ０１２０－７４５－５３０（フリーダイヤル） 

 


